
 

三木市中小企業賃上げ設備投資推進事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、市内の中小事業者が生産性の向上に資する設備等を

導入し、賃上げ環境の整備を図る事業に対し、三木市中小企業賃上げ設

備投資推進事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することによ

り、市内の中小企業者の持続的な賃金の引上げを推進することを目的と

する。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

(1) 中小企業者 中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第

２条第１項に規定する者をいう。 

(2) 設備等 法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第１３条第３

号の機械及び装置、同条第７号に規定する工具、器具及び備品(観賞

用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物は除く。)並びに同

条第８号ヌのソフトウエアであって、事業者がその事業の用に直接供

するものをいう。 

(3) 生産性の向上 設備等の導入の翌年度において、設備等の導入以前

の年度と比較して、労働生産性を向上させることをいう。なお、労働

生産性は営業利益、人件費及び減価償却費の合計額を労働投入量で除

したものとする。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」とい

う。）は、次の各号のすべてに該当するものとする。 

(1) 市内に主たる事業所を有する中小企業者又は市内に住所を有する

個人事業者であって、市内で引き続き１年以上事業を営んでいるこ

と。 

(2) 営んでいる事業が次に掲げる事業のいずれにも該当しないこと。 

ア 日本標準産業分類の大分類における農業、林業及び漁業（日本標

準産業分類の小分類における農業サービス業、園芸サービス業、素

材生産業及び林業サービス業を除く。） 

イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年

法律第１２２号）の適用を受ける事業 

ウ 政治、宗教、思想等に係る活動等を目的とし、又は関与する事業 



 

エ その他市長が適当でないと認める事業 

(3) 代表者、役員又は使用人その他の従業員、構成員等が三木市暴力

団排除条例（平成２４年三木市条例第１号）に規定する暴力団員又は

暴力団密接関係者でないこと。 

(4) 三木市中小企業サポートセンターにおいて補助金を受けようとす

る事業内容の確認を受けていること。 

(5) 第１９条第２項の規定による除外を受けていないこと。 

(6) 市税を滞納していないこと。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の対象となる事業は、補助対象者が設備等の導入により生

産性の向上を図るとともに、設備等の導入後に従業員の賃金を２．０％

以上引上げる事業とし、市内で実施するものとする。この場合におい

て、従業員の賃金は、役員を含まない従業員の給与等の総額とする。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」とい

う。）は、補助対象事業の実施に必要な設備等に要する経費（消費税等

相当額を除く。）であって、次の各号のすべてに該当するものとし、か

つ別表に掲げるものとする。 

(1) 従業員の賃金の引上げを目的として市内に新設又は増設されるもの

であること。 

(2) 中古品でないこと。 

(3) リース契約により借り受け、又は取得するものでないこと。 

(4)補助対象経費が５０万円以上のものであること。ただし、別表に定

めるデジタル技術を活用した補助対象設備の場合は、補助対象経費が

１０万円以上のものであることとする。 

(5) 本市の償却資産課税台帳に登録されるべきものであること。ただ

し、ソフトウェアは、この限りでない。 

(6) 補助金の交付決定後に整備されるものであること。 

(7) 他の補助金等の対象となるものでないこと。 

(8) その他市長が適当でないと認めるものでないこと。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の２分の１に相当

する額（その額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨

てた額）とし、２５０万円を限度とする。 

（補助回数） 



 

第７条 補助金の交付は、一の対象者につき一の年度において１回限りと

する。 

（交付申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者は、三木市中小企業賃上げ設備

投資推進事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添え

て、市長に提出しなければならない。 

(1) 企業概要書（様式第２号）、事業計画書（様式第３号）、収支予算

書（様式第４号）及び賃上げ方針表明報告書（様式第５号） 

(2) 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書（発行後３か

月以内のものに限る。） 

(3) 決算報告書（直近１期分） 

(4) 会社案内パンフレット、経歴書等の企業概要のわかる書類 

(5) 設備等の整備に係る見積書（積算内容の確認できるもの） 

(6) カタログ、写真又は仕様書等の設備等の内容のわかる書類 

(7) 設備等の整備予定箇所の写真又は図面 

(8) 同意書（様式第６号） 

(9) その他市長が必要と認める書類 

（審査会による審査） 

第９条 市長は、前条の規定による申請の内容（以下「申請内容」とい

う。）を審査するため、三木市中小企業賃上げ設備投資推進事業補助金

交付審査会（以下「審査会」という。）を設置する。 

２ 審査会は、委員５人以内をもって組織し、申請内容を審査する。 

３ 委員は、総務部長、産業振興部長及び中小企業サポートセンターコー

ディネーターをもって充てる。 

（交付決定） 

第１０条 市長は、前条第２項の規定による審査の結果、補助金を交付す

ると決定したときは三木市中小企業賃上げ設備投資推進事業補助金交付

決定通知書（様式第７号）により、交付しないと決定したときは三木市

中小企業賃上げ設備投資推進事業補助金不交付決定通知書（様式第８

号）により、当該申請者に通知するものとする。 

（権利譲渡の禁止） 

第１１条 前条の規定による交付決定を受けた者（以下「補助事業者」と

いう。）は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に

供してはならない。 

（変更申請） 



 

第１２条 補助事業者は、交付決定の対象となった事業（以下「補助事

業」という。）の内容を変更するときは、速やかに三木市中小企業賃上

げ設備投資推進事業補助金変更交付申請書（様式第９号）に市長が必要

と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による変更申請があった場合において、その内容

を審査し、適当と認めたときは、三木市中小企業賃上げ設備投資推進事

業補助金変更交付決定通知書（様式第１０号）により申請者に通知する

ものとする。 

（中止等の届出） 

第１３条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止するときは、速や

かに三木市中小企業賃上げ設備投資推進事業補助金中止・廃止届出書

（様式第１１号）を市長に提出しなければならない。 

（状況報告及び実地調査） 

第１４条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、当該

補助事業の実施状況等について報告を求め、実地調査を行うことができ

る。 

（実績報告） 

第１５条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定

に係る会計年度が終了したときは、速やかに三木市中小企業賃上げ設備

投資推進事業補助金実績報告書（様式第１２号）に次に掲げる書類等を

添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 領収書等の補助事業に要した費用の支払を証する書類 

(2) 補助事業の完了が確認できる写真 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１６条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、そ

の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、三木市中

小企業賃上げ設備投資推進事業補助金額確定通知書（様式第１３号）に

より当該補助事業者に通知する。 

（補助金の交付） 

第１７条 補助事業者は、前条の規定による額の確定後、補助金の交付を

受けようとするときは、三木市中小企業賃上げ設備投資推進事業補助金

請求書（様式第１４号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交

付するものとする。 



 

（交付決定の取消し等） 

第１８条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、

補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) この要綱の規定に違反したとき。 

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(3) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようと

したとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合におい

て、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、

期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

（賃上げの報告） 

第１９条 補助事業者は、第１５条に規定する実績報告を行った日の前日

から１年を経過する日までの間に、達成した賃上げの実績を三木市中小

企業賃上げ設備投資推進事業補助金賃上げ実績報告書（様式第１５号）

により市長に報告しなければならない。 

２ 前項の報告において、第４条に規定する賃上げを達成できなかった補

助事業者は、前項の報告の翌年度から２年度の間において、補助対象者

から除外するものとする。 

（書類等の保存） 

第２０条 補助事業者は、当該補助事業に係る経理を明確にし、かつ、経

理に係る書類を補助事業が完了した日の属する年の翌年度の初日から起

算して５年間保存しなければならない。 

（財産の保全） 

第２１条 補助事業者は、補助事業が完了した後も、補助金により取得し

た設備等を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の

目的に従ってその効果的運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の設備等を補助事業が完了した日の属する年度の

翌年度の初日から起算して５年以内に処分しようとするときは、あらか

じめ三木市中小企業賃上げ設備投資推進事業補助金財産処分承認申請書

（様式第１６号）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審

査し、適当と認めたときは、三木市中小企業賃上げ設備投資推進事業補

助金財産処分承認通知書（様式第１７号）により当該補助事業者に通知

する。 

４ 市長は、前項の規定により承認をした場合において、当該承認に係る



 

財産を補助事業者が処分したことにより当該補助事業者に収入があった

ときは、当該収入の全部又は一部を納付させることができる。 

（その他） 

第２２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

別表（第５条関係） 

機械及び装置 工作機械、印刷機械、土木建設機械、食品製造加工設

備、その他各種製造設備の機械及び装置 

工具、器具及び備

品 

切削工具、検査工具、厨房設備、その他各種工具・器

具・備品 

ソフトウェア（デ

ジタル技術） 

ハードウェアとソフトウェアの組合せで、遠隔監視、遠

隔操作、ビジネスの創出、業務の変革、仕組みの変革、

情報共有など、ＤＸの趣旨に合致するもの。既存のハー

ドウェアとの組合せも可能。 

(1) ハードウェア 

 測量機、ドローン、３Ｄスキャナー、無人搬送機、パ

ソコン、タブレット、監視用機器・センサー、プリン

ター 

(2) ソフトウェア 

 生産管理、工程管理、在庫管理、販売管理、受発注管

理、会計管理、勤怠管理、データ分析・解析、見守り

監視システム 

 


